
郡役所廢止ニ関スル書類 

   
 
 １８７８年(明治１１年)に郡区町村編制法が制定され、行政区画としての郡

名が復活し、郡役所と郡長が置かれました。この段階では、郡は、まだ府県知

事の指揮監督下にあり、郡長は、町村を管理するための行政区画にすぎません

でした。 
府県制、郡制は明治２３年に発布されましたが、その実施にあたっては、全

国一律に施行されたものではありませんでした。明治２４年７月１日に施行さ

れた長野県が最初で、明治42年の沖縄県を最後に、郡制の施行が完了しました。 
なお、佐賀県は、明治３０年６月から施行されています。 
しかし、明治後期になると、交通、経済の発達、町村財政の逼迫を背景に、

郡制に対する批判が出始めていました。政府は、大正１０年３月に郡制廃止に

関する法律を成立させ、法律第６３号をもって、大正１２年４月１日より郡制

廃止を実施する旨を公布しました。これによって、郡制は、３３年間で、その

歴史を閉じました。 
 
 
 



 
 

 
郡制廃止にともない、佐賀県には、内務省地方局長あての知事の起案文、郡

役所廃止後ノ増員ニ関スル件回報、大正 13 年の内務省地方局長からの照会、郡

役所廃止善後処分ニ一笑スル件ニ付照会があります。 

 

 



 また、藤津郡役所の書類では、大正 11 年に県の内務部長が各郡長にあてた、

郡費支出ニ関スル件通牒、郡有財産処分ニ関スル件等、大正１５年６月に三養

基郡役所から県および鳥栖警察署へ引継文書目録が残っています。 
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